
（1）　令和６年３月５日　火曜日 第483号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
）　
　

一

告

示

〇
生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出�

（
社
会
福
祉
課
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分�

（
農
村
整
備
課
）　
　

五

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

六

公

告

〇
令
和
四
年
度
個
人
情
報
の
保
護
制
度
の
運
用
状
況�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

六

〇
令
和
四
年
度
情
報
公
開
条
例
の
運
用
状
況�
（　
　

同　
　

）　
　

八

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

九

企

業

局

〇
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�
九

規

則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
号

　
　
　
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表
明
等
支
援
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）

第�

五
条
の
四
の
二　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養

護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
開
始
届
（
様
式
第
五
号
の
七
の
二
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠

点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
変
更
届
（
様
式
第
五
号
の
七
の
三
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３�　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠

点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
届
（
様
式
第
五
号
の
七
の
四
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）

第�

五
条
の
四
の
三　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
開
始
届

（
様
式
第
五
号
の
七
の
五
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
変
更
届
（
様
式
第
五
号
の

七
の
六
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３�　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
廃
止
・
休
止
届
（
様
式
第

五
号
の
七
の
七
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
の
七
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。
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第483号　令和６年３月５日　火曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
５
号
の
７
の
２
（
第
５
条
の
４
の
２
関
係
）

親
子
再
統
合
支
援
事
業
　
　
　
　

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
　
開
始
届

意
見
表
明
等
支
援
事
業
　
　
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
親
子
再
統
合
支
援
事
業
（
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
）
を
開
始
し
た
い

の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条
の
７
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

２
　
経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
，
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

３
　
条
例
，
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

４
　
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

５
　
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

６
　
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，
種
類
及
び
所
在
地

７
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

　
（
添
付
書
類
）

１
　
収
支
予
算
書

２
　
事
業
計
画
書

様
式
第
５
号
の
７
の
3
（
第
５
条
の
４
の
２
関
係
）

親
子
再
統
合
支
援
事
業
　
　
　
　

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
　
変
更
届

意
見
表
明
等
支
援
事
業
　
　
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
親
子
再
統
合
支
援
事
業（
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
）に
つ
い
て
，　
　
年

　
　
月
　
　
日
付
け
で
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条

の
７
の
２
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
変
更
事
項

２
　
変
更
事
項
の
変
更
前
後
の
比
較

　
　
変
更
前

　
　
変
更
後

３
　
変
更
の
理
由

４
　
変
更
の
（
予
定
）
時
期



（3）　令和６年３月５日　火曜日 第483号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
５
号
の
７
の
4
（
第
５
条
の
４
の
２
関
係
）

親
子
再
統
合
支
援
事
業
　
　
　
　
　
　
　

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
　
廃
止
・
休
止
届

意
見
表
明
等
支
援
事
業
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
届
出
に
よ
つ
て
開
始
し
た
親
子
再
統
合
支
援
事
業
（
社
会
的
養
護
自
立

支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
）
を
　
廃
止
休
止
　
し
た
い
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条

の
７
の
２
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。記

１
�　
廃
止
し
，
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
（
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
休
止
の
予
定

期
間
も
記
載
す
る
こ
と
。）

２
　
廃
止
又
は
休
止
の
理
由

３
　
現
に
便
宜
を
受
け
て
い
る
児
童
等
に
対
す
る
措
置

様
式
第
５
号
の
７
の
５
（
第
５
条
の
４
の
３
関
係
）

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
開
始
届

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
開
始
し
た
い
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条
の
７
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，

下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

２
　
経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
，
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

３
　
条
例
，
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

４
　
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

５
　
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

６
　
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，
種
類
及
び
所
在
地

７
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

　
（
添
付
書
類
）

１
　
収
支
予
算
書

２
　
事
業
計
画
書



第483号　令和６年３月５日　火曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
５
号
の
７
の
6
（
第
５
条
の
４
の
３
関
係
）

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
変
更
届

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
，
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た

の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条
の
７
の
５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
変
更
事
項

２
　
変
更
事
項
の
変
更
前
後
の
比
較

　
　
変
更
前

　
　
変
更
後

３
　
変
更
の
理
由

４
　
変
更
の
（
予
定
）
時
期

様
式
第
５
号
の
７
の
７
（
第
５
条
の
４
の
３
関
係
）

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
廃
止
・
休
止
届

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
で
あ
る
と
き
は
，
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
届
出
に
よ
つ
て
開
始
し
た
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
　
廃
止
休
止
　
し
た

い
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条
の
７
の
５
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
�　
廃
止
し
，
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
（
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
休
止
の
予
定

期
間
も
記
載
す
る
こ
と
。）

２
　
廃
止
又
は
休
止
の
理
由

３
　
現
に
便
宜
を
受
け
て
い
る
児
童
等
に
対
す
る
措
置



（5）　令和６年３月５日　火曜日 第483号宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

老
人
保
健
施
設
松
島
み
ど
り
の
家

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
浜
一－

二
六

医
療
法
人
友
仁
会

介
護
老
人
保
健
施
設

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
二
一
〇
七
〇
二

パ
ッ
ソ
ア
パ
ッ
ソ
石
巻

石
巻
市
門
脇
字
浦
屋
敷

八
十
三
番
地
二
十
四

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
な
で

し
子

令
和
六
年
三
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
二
一
〇
三
六
一

ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｙ
Ｃ
Ｒ
Ｅ

Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｓ
大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町

一
七
一

就
労
移
行
支
援
、

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
ｍ
ａ

ｎ
ａ
ｂ
ｙ

令
和
六
年
三
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

川
北
２
期
地
区
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二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

加
美
郡
加
美
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
四
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
制
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

53
11

23
2

0
13

4

公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0

教
育

委
員

会
18

10
5

1
0

2
0

選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

人
事

委
員

会
2

2
0

0
0

0
0

監
査

委
員

0
0

0
0

0
0

0

公
安

委
員

会
1

0
0

0
0

1
0

警
察

本
部

長
213

2
193

1
0

8
9

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

2
2

0
0

0
0

0

合
計

289
27

221
4

0
24

13

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,485件

２
　
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

受
付
件
数

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

289
27

221
4

0
24

13
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。
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⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

３
年
度

か
ら
の

継
続
分

４
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

18
9

27
0

3
2

0
0

22

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
２
年
２
月
２
日

措
置
入
院
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

棄
却

令
和
２
年
10月
６
日

顧
問
の
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

棄
却

令
和
２
年
10月
６
日

顧
問
の
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

棄
却

令
和
２
年
12月
25日

職
員
調
書
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
２
年
12月
25日

職
員
調
書
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
７
月
５
日

訴
訟
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
の
却
下
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
８
月
４
日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
８
月
４
日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
11月
４
日

監
察
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
４
日

砂
防
ダ
ム
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
18日

事
故
報
告
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
５
月
26日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
８
月
29日

生
徒
の
事
故
報
告
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
12月
13日

県
の
訴
状
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
の
却
下
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
５
年
２
月
24日

生
徒
の
事
故
報
告
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
５
年
２
月
24日

生
徒
の
事
故
報
告
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
０
件

４
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
42,364件

５
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

６
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
４
件

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
３
年
10月
24日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
22日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

７
　
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

８
　
利
用
停
止
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
４
件

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
３
年
10月
24日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中
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�

〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
四
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
22日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

９
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

10　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

人
事

委
員

会
6

2
2

0
0

1
1

監
査

委
員

1
1

0
0

0
0

0

公
安

委
員

会
2

0
2

0
0

0
0

警
察

本
部

長
70

9
39

2
2

14
4

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

1
0

1
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

2
1

1
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

4
3

1
0

0
0

0

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

1
0

0
0

0
1

0

宮
城
県
道
路
公
社

4
0

4
0

0
0

0

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

1
0

0
0

0
0

1

合
計

1,256
583

340
10

9
86

228

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
　
不
服
申
立
て

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
及
び
開
示
決
定
等

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

1,256
583

340
10

9
86

228
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

1,047
523

242
7

4
58

213

公
営
企
業
管
理
者

5
1

2
0

0
0

2

教
育

委
員

会
63

26
19

0
3

8
7

選
挙
管
理
委
員
会

49
17

27
1

0
4

0
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�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷
字
上
谷
前
四
十
一
番
五

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南
六
十
一
番
地
十
三

�

株
式
会
社
コ
ス
モ
測
量
設
計　
　

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

３
年
度

か
ら
の

継
続
分

４
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

15
10

25
0

0
1

3
0

21

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
情
報
公
開
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
２
年
11月
24日

暴
力
行
為
件
数
等
調
査
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
３
年
１
月
６
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

認
容

令
和
３
年
２
月
３
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

認
容

令
和
３
年
２
月
３
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

認
容

令
和
３
年
２
月
３
日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
２
月
３
日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
３
月
14日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
３
月
17日

東
日
本
大
震
災
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
16日

公
共
事
業
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
６
月
14日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
９
月
24日

県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
検
討
会
議
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文

書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
19日

公
立
高
等
学
校
定
員
内
不
合
格
者
数
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部

分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
12月
７
日

個
人
情
報
紛
失
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
12月
７
日

個
人
情
報
紛
失
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
２
月
７
日

行
方
不
明
者
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
４
日

砂
防
ダ
ム
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
４
日

砂
防
ダ
ム
関
係
文
書
に
係
る
開
示
請
求
却
下
処
分
に
対
す
る
審
査
請

求
審
理
中

令
和
４
年
４
月
４
日

避
難
計
画
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
４
月
18日

教
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
認
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部

分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
６
月
17日

公
立
高
等
学
校
定
員
内
不
合
格
者
数
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部

分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
７
月
６
日

生
徒
の
健
康
診
断
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
８
月
19日

ダ
ム
工
事
評
価
点
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
８
月
29日

生
徒
の
事
故
報
告
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
９
月
６
日

境
界
確
認
図
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
０
件
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企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
五
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
納
入
通
知
書
」
を
「
納
入
通
知
書
（
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
場
合
は
、
領

収
証
の
交
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
現
金
の
領
収
の
特
例
）

第�

二
十
四
条
の
三　

収
入
徴
収
者
は
、
納
入
義
務
者
が
納
付
す
べ
き
収
入
金
を
指
定
す
る
口
座
に
振
り
込
む
よ
う
、
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
場
合
は
、
領
収

済
通
知
票
の
通
知
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


